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○石巻市住民自治組織交付金交付要綱 

平成24年３月30日告示第106号 

改正 

平成24年７月９日告示第199号 

平成28年１月29日告示第20号 

石巻市住民自治組織交付金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域の創意と工夫、判断と責任を尊重し、市民と行政の協働による魅

力あるまちづくりを推進するとともに、住民自治組織の円滑な運営と個性あふれる地域

づくりを支援するため、予算の範囲内で石巻市住民自治組織交付金（以下「交付金」とい

う。）を交付することについて、石巻市補助金等の交付に関する規則（平成17年石巻市規

則第47号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象団体） 

第２条 交付金の交付対象となる団体は、一定のまとまりのある地域内の住民や団体の代

表者などによって設立された、その地域にある多様な主体で構成された一つの住民自治

組織（以下「自治組織」という。）とする。 

２ 自治組織は、次の条件を満たしているものとする。 

(１) 地域の総意が反映されること。 

(２) 規約等が整備されており、組織の意思決定、役員選任、会計等が民主的で透明性を

持った組織運営がされていること。 

(３) 地域内の誰もが希望に応じて運営に参画できること。 

（交付対象事業） 

第３条 交付金の交付対象となる事業（以下「交付対象事業」という。）は、自治組織が自

主的な地域づくり活動を目的に行う事業とする。ただし、次のいずれかに該当する事業

は、交付対象事業に含めないものとする。 

(１) 専ら営利を目的とした事業 

(２) 宗教活動、政治宣伝活動、選挙活動等に類する事業 

(３) 事業を実施した効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業 

（交付対象経費） 

第４条 交付の対象となる経費（以下「交付対象経費」という。）は、自治組織が事業を実

施するのに必要とする経費とする。ただし、次に掲げる経費は、交付対象経費から除くも

のとする。 

(１) 事業に伴う飲食費及び単なる飲食を目的とした食糧費 

(２) 自治組織の構成員に対する謝礼、旅費（実費分の費用弁償を除く。） 

(３) 他の団体への負担金、補助金等自治組織が直接実施しない事業に係る経費 

(４) 事業を伴わない備品のみの購入に要する経費 

(５) 交際費、慶弔費等地域の活性化に直接関係のない経費 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市長が交付対象経費として適当でないと認める経費 
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（交付金の種類等） 

第５条 交付金の種類、交付対象経費及び交付金の額等は、別表のとおりとする。 

（交付申請） 

第６条 交付金の交付を受けようとする自治組織（以下「申請団体」という。）は、石巻市

住民自治組織交付金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に申請し

なければならない。 

(１) 事業計画書 

(２) 収支予算書 

(３) 規約、会則等組織に関する定めを示した書類 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、交付金の交付の可否を

決定し、交付を決定したときは、石巻市住民自治組織交付金交付決定通知書（様式第２

号）により申請団体に通知するものとする。 

（交付決定額の変更等） 

第８条 前条の規定により交付金交付の決定を受けた自治組織（以下「交付団体」という。）

は、年度途中において交付対象事業の内容を変更する場合又はやむを得ず遂行が困難と

なった場合は、石巻市住民自治組織交付金事業変更（廃止）承認申請書（様式第３号）を

市長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査の上、交付対象事業の変更又は

廃止について承認の可否を決定し、石巻市住民自治組織交付金事業変更（廃止）承認通知

書（様式第４号）又は石巻市住民自治組織交付金事業変更（廃止）不承認通知書（様式第

５号）により交付団体に通知するものとする。 

（実績報告） 

第９条 交付団体は、当該事業が完了したときは、交付金の交付決定のあった日の属する

年度の翌年度の４月20日までに、石巻市住民自治組織交付金実績報告書（様式第６号）に

次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。 

(１) 事業実績書 

(２) 収支決算書 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付金の額の確定） 

第10条 市長は、前条の報告があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、

交付金の額を確定し、石巻市住民自治組織交付金確定通知書（様式第７号）により、交付

団体に通知するものとする。 

（交付金の交付） 

第11条 交付金は、前条の規定による交付金の額の確定後に交付するものとする。 

２ 交付団体は、交付金を請求しようとするときは、石巻市住民自治組織交付金請求書（様

式第８号）により行うものとする。 
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３ 第１項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、交付金を概算払により交付

することができる。 

（交付金の交付決定の取消し等） 

第12条 市長は、交付団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交

付決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に交付金が交付され

ている場合において返還を命ずることができる。 

(１) 交付金を自治組織の活動以外の用途に使用したとき。 

(２) 交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反するとき、又は市長の指示

に従わなかったとき。 

(３) 詐欺その他不正により交付金の交付を受けたとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は返還

を命ずるときは、石巻市住民自治組織交付金取消・返還通知書（様式第９号）により交付

団体に通知するものとする。 

（関係書類の保管） 

第13条 交付団体は、交付対象事業において作成した書類及び帳簿を交付対象事業の完了

した日の属する会計年度の終了後５年間保管することとし、市長から交付金の交付の事

務処理上請求があったときは、速やかに必要な書類を提出しなければならない。 

（その他） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この告示は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年７月９日告示第199号） 

この告示は、平成24年７月９日から施行する。 

附 則（平成28年１月29日告示第20号） 

この告示は、平成28年２月１日から施行する。 

別表（第５条関係） 

交付金の種類 

（項目） 

交付対象経費 

（事業） 
交付金の額等 備考 

地域づくり交付

金 

住民自治組織運

営に要する経費

（自治組織運営

事業） 

ア １地域30万円 

イ 申請を行う年度の前年度９月30日

現在における当該地域の住民（住民

基本台帳法（昭和42年法律第81号）

に基づき住民基本台帳に記録されて

いる者をいう。以下同じ。）の数に

10円を乗じて得た額 

(１) 自治組織

運営事業と地

域づくり事業

の各交付金の

額の合計金額

を交付限度額

とする。ただ

し、1,000円

未満の端数が

地域の課題・問

題を解決するた

ア １地域30万円 

イ 申請を行う年度の前年度９月30日
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めの事業に要す

る経費（地域づ

くり事業） 

現在における当該地域の住民の数に

60円を乗じて得た額 

生じたときは

その端数を切

り上げる。 

(２) 自治組織

運営事業と地

域づくり事業

の各交付金に

ついては、相

互に流用する

ことができ

る。ただし、

団体の人件費

及び事務所等

の維持に係る

経費の合計額

については、

60万円を限度

とする。 

地域魅力づくり

事業交付金 

地域の特性や資

源を活かした事

業に要する経費

（提案事業） 

年間２事業を限度として、事業に要す

る経費の80％の額（上限額40万円） 
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様式第１号（第６条関係） 
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様式第２号（第７条関係） 
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様式第３号（第８条関係） 
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様式第４号（第８条関係） 
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様式第５号（第８条関係） 
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様式第６号（第９条関係） 
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様式第７号（第10条関係） 
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様式第８号（第11条関係） 
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様式第９号（第12条関係） 

 


